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はじめに 

 

 

いつ起こるかわからない災害時に、医療的ケア児とその家族が、自分たちで自分たちを守る

ため（自助）に、「災害時対応ノート」作成しておきましょう。 

災害で広範囲かつ長時間の停電や断水などライフラインに障害が生じても、1 週間は自宅で

過ごすことができることを目的とします。 

このマニュアルは「災害時対応ノート」を作るときに役立つ内容が記載されています。 

医的ケア児の生活では、非常用電源の確保と、医療材料・医薬品の備蓄が特に重要なポイン

トになります。 

「災害時対応ノート」の作成にあたっては、医療ケアの程度、居住地の特異性、行政の対応、

支援者が多様であることから、多くの関係者が協議して、個別の支援計画を立てておかなけ

ればなりません。家族等が、非常時の対応を習熟しておくことも大切です。 

「災害時対応ノート」には避難所や入院する際にも、重要な情報が記載されています。 
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1. 自宅付近で想定される災害状況を知る 

 

防災情報は、国・県・市町村から民間まで、あらゆる機関から、様々な媒体で発信され

ています。 

情報を入手するには、防災ポータルサイト（国・県）や市町村の防災情報サイト、ハザ

ードマップ（ポータルサイト）があります。これらはパソコンや携帯・スマートフォン

から入手できます。 

周囲に河川やダムがある場合には、いざという時に河川防災情報が取得できるかを確認

しておきましょう。 

自治体などによっては、防災メールサービスを行っている場合があり、事前の登録が必

要です。 

市町村の防災 Twitter も利用できるか確認しておきましょう。 

想定される災害状況を知っておくことは、災害時に避難すべきかどうかの判断にも重要

なポイントになります。 

 

 

2. 避難場所・避難ルート・避難方法をきめておく 

 

災害時避難すべきかどうかは、まずラジオ・テレビ、携帯電話・スマートフォン、パソ

コンで確認しましょう。 

指定の一次避難場所、広域避難場所は被災者が集まる場所で、避難生活をおくることは

できません。 

指定避難所は、自治体によって指定されている公立の小中学校などで水道や電気があり、

避難生活をおくる場所となります。また、食糧・水の配給や情報発信の基地になります。 

近隣の指定避難所の場所は必ず確認しておきましょう。 

2007 年から運用されるようになった福祉避難所は、2012 年 9 月に全国の 56.3％の

自治体が指定していますが、利用にあたっては、

まず地域の指定避難所に避難し、保健師などから個別に指示を受け許された方だけが利

用できるシステムとなっています。 

災害時の避難に備え、確実に避難できる場所と避難ルートを確認しておく必要がありま

す。 

自治体の中には、「誰が、どこへ避難するか」を登録制にしているところもあります。 

搬送の方法も、必ず練習しておきましょう。 

避難時に便利な抱っこ具も市販されています。  

三重県のハザードマップは必ず目を通して

おきましょう。 
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7. 酸素療法が必要な医療的ケア児への備え 

 

① 酸素濃縮器に内部バッテリーがあるかを確認します。内部バッテリーがある場合は、

持続時間をあらかじめ確認しておきます。 

内部バッテリーのないものは、停電と同時に停止しますので、すみやかに携帯用酸

素ボンベに切り替えます。別に外部バッテリーのある機種もありますので、その場

合は外部バッテリーの持続時間も調べておきましょう。 

バッテリーはいつも充電しておくことが大切です。 

 

② 携帯用酸素ボンベがいつでも使用できるかを確認しておきます。予備のカニューレ

や延長チューブも一緒にまとめておきます。 

酸素流量によって使用時間が変わりますので、対応時間を把握しておきましょう。 

在宅で主流の 300Ｌタイプで満充填されていた場合、0.5Ｌ/分の使用で約 10 時間

です。酸素ボンベの残量はこまめにチェックしておきましょう。 

 

容積 充填量 使用例 1Ｌ/分で使用 

1.0Ｌ 150Ｌ 持ち運び用 2 時間 30 分弱 

2.0Ｌ 300Ｌ 在宅で普及しているタイプ 5 時間弱 

3.4Ｌ 500Ｌ 医療機関にある携帯用 8 時間弱 

 

③ 酸素ボンベは、いざという時にすぐに使える場所にしっかり固定して設置しておき

ましょう。 

 

④ 酸素取扱業者の中には、地震の際に利用者の安否を確認するシステムを作っている

ところもありますので、業者に確認しておきましょう（参考：D-MAP:帝人） 
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8. 人工呼吸器を使用している医療的ケア児への備え 

 

① まず、人工呼吸器は地震の際に転倒しないように、しっかり固定しておきましょう。 

 

② 生命維持のために、日常的に電気が必要であることを電気会社にあらかじめ伝えて

おくことが大切です。 

 

③ 内部バッテリーと付属する外部バッテリーがあれば、対応時間を調べておきます。 

内部バッテリーと外部バッテリーの合計が 8 時間を目標とします。またバッテリー

は経年的に持続時間が短くなりますので、数年ごとの買い替えが必要です。業者の

方によく相談してください。 

 

④ 人工呼吸器が停止した際は、アンビュ-バッグによる人工呼吸が必要になる事があり

ます。アンビュ-バッグの点検と使用法を習熟しておきましょう。 

 

⑤ 停電で一旦停止した人工呼吸器は電源復旧時に設定が変わっている可能性がありま

すので、通常使用時の設定にもどすことができるようにしておきましょう。 

9. 停電時の電源の確保 

 

医療機器の消費電力は機種によって異なりますが、人工呼吸器が 200Ｗ程度、酸素濃縮

器が 150Ｗ程度、加温加湿器が 300Ｗ程度で合計 650Ｗ程度が必要になります。 

輸液注入ポンプが必要な場合は、さらに電力が必要となります。 

一方、状態や状況によりますが、電気の消費量の多い加温加湿器を人工鼻に変えること

ができれば電力が節約できます。事前に主治医と相談しておきましょう。酸素療法を酸

素濃縮器から酸素ボンベに変更することも電力の節約となります。医療機器以外では、

情報収集にテレビは欠かせませんが、湯沸し等の加熱はカセットコンロを使用して電気

を節約します。 

（参考：湯沸し器 1000Ｗ、冷蔵庫 280～400Ｗ，テレビ 100Ｗ，冷暖房 200～500Ｗ） 

停電の際の電源の確保は以下のいずれかとなります。 

① 機器の内部バッテリー 

② 機器の外部バッテリー 

③ 機器に付属する（もしくはオプション購入）シガーライターケーブル 

④ 自動車のシガーライターソケットからインバーター *1 を用いて 

⑤ 自動車用のバッテリーから直接インバーターを用いて 
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10. 災害時要援護者情報登録制度について 

 

平成 26 年の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務

付けられました。 

要支援者名簿の作成等のプロセスは以下の 5 つになります。 

 

① 全体計画・地域防災計画の策定 

避難行動要支援者の要件（要介護状態区分・障害支援区分・家族の状況等）」の設定 

② 要配慮者の把握 

③ 避難行動要支援者名簿の作成 

④ 名簿の更新と情報の共有 

⑤ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供（災害発生前は、本人の同意が必要） 

 

具体的には、支援を希望する高齢者・障害者が申告書を市町村の役所窓口（障害福祉課

または地域防災課など）へ提出します。市町村は名簿を整理し、各地区へ情報を伝え、

地域の民生委員さんなどが個別に訪問をして、避難支援をおこなう個別計画を立てます。 

個人情報への配慮から自己申告制となっていることが周知を妨げています。 

また、これまでの報告では個別計画が実際の支援に役立っていないとされています。 

個別計画の作成には、関係者全員が集まることが必要と考えます。 

  

＊災害時に使用する機器や日用品の使用について 

本マニュアルに記載いたしました電気機器や日用品は、医療用を目的に製造されたも

のではありません。そのため、医療行為での使用はあくまで個人の責任となります。 
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おわりに 

 

 

災害の予測はできませんが、準備をしておくことはできます。このマニュアルを参考にし

て作成された「災害時対応ノート」が災害時に少しでも自助に役立つことを心から願いま

す。 

災害訓練というと気が進まないと思いますので、災害時を想定して半年に 1 回程度はアウ

トドアパーティを開いて、実際に自宅以外の場所で数時間でも生活してみてはいかがでし

ょうか。パーティの招待は、緊急時の連絡網を使用してみましょう。 

予備電源の使い方や、電源を使用しない吸引器などの使い方の練習もでき、同時に機器の

メンテナンスも行えます。 

「備えあれば、憂いなし（患いなし）」 

古くからの格言に間違いはありません。 

 

英語では 

Hope for the best , but prepare for the worst 

 

「災害時対応ノート」を使う日が来ないこと（best）を希望（hope）します。  
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